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就労自立給付金アンケート調査結果

●調査概要
厚生労働省から各自治体に依頼して実施

１ 調査内容
① 就労自立給付金受給者へのアンケート調査
② 各自治体における就労自立給付金の支給状況等調査

２ 調査方法
① 就労自立給付金受給者へのアンケート調査

・調査対象：就労自立給付金の申請者
・実施時期：平成29年２月１日～２月28日
・調査手法：申請書提出時に各福祉事務所職員から申請者に配布・回収
・回答者数：６１９名

② 各自治体における就労自立給付金の支給状況等調査
・調査対象：平成26年７月１日～平成28年12月31日までに就労により保護廃止となった者に対し、就労

自立給付金を支給した自治体
・実施時期：平成29年１月11日～３月21日
・調査手法：厚生労働省から各自治体にメールで依頼・回収
・回 答 数：８７４自治体（調査世帯数：５９,７８８世帯）
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就労自立給付金を申請した被保護者へのアンケート調査結果①

20代以下
12.2%

30代
12.7%

40代
34.6%

50代
24.0%

60-64歳
10.1%

65歳以上
6.5% n=616

○就労自立給付金の支給対象となった就労者の年齢は、４０代と５０代で５８．６％を占めるが、６０～６４歳も１０．１％、６５歳以上
も６．５％存在する。

○保護脱却に至った職種は、特に限定されたものはなく、幅広い。
○生活保護脱却に至った雇用形態は、正社員は３２．１％であり、正社員以外が６７．９％を占めている。

５８．６％

就労自立給付金の支給対象となった就労者の性別 就労自立給付金の支給対象となった就労者の年齢

保護脱却に至った職種

雇用形態

男
57.5%

女
42.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

正社員

194人
32.1%

パート・アルバ

イト

268人
44.4%

派遣社員

40人
6.6%

契約社員・委託

88人
14.6%

その他

14人
2.3%

n=604

６７．９％

n=619
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介護・福祉

69人
11.1%

清掃

62人
10.0%

事務関係

58人
9.3%

接客・給仕

57人
9.2%生産・製造

54人
8.7%

販売従事者

51人
8.2%運輸・倉庫作

業

48人
7.7%

管理・保安

44人
7.1%

調理

42人
6.8%

建設・土木

41人
6.6%

輸送・機械運

転

21人
3.4%

営業

17人
2.7%

医療

10人
1.6%

農林漁業

6人
1.0%

その他

42人
6.8%

n=622
※複数回答3名



就労自立給付金を申請した被保護者へのアンケート調査結果②

就労開始から保護廃止までの期間 就労自立給付金の説明を受けた時期

福祉事務所から説明を受ける前に就労自立給付金を知っていたか

1ヶ月～2ヶ月
123人
24.6%

3ヶ月～4ヶ月
140人
27.9%

5ヶ月～6ヶ月
73人

14.6%

7ヶ月～12ヶ月
97人

19.4%

1年～1年6ヶ月
29人
5.8%

1年6ヶ月～2年
29人
5.8%

2年以上
10人
2.0%

n=501

６７．１％

廃止後

65人
12.7%

廃止月

174人
34.0%

廃止前月

174人
34.0%

2ヶ月～3ヶ月前
43人
8.4%

4ヶ月～5ヶ月前
20人
3.9%

6ヶ月～1年前
18人
3.5%

1年以上前
18人
3.5%

n=512

８０．７％

知っていた, 
4.5%

知らなかった, 
95.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=617

○就労開始から６ヶ月以内に保護廃止となった者は６７．１％であり、安定した職に就けば比較的短期で保護廃止に至っている。

○自立給付金の説明を受けたのは、保護廃止前月や保護廃止月、あるいは保護廃止後が８０．７％であり、給付金額がある程度
判明してから具体的な説明をしているものと思われる。

○福祉事務所から説明を受けるまでは就労自立給付金制度を知らない者が９５．５％であり、ほとんどの者が制度を知らない。
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全く変わらない, 
37.2%

少し継続しやすく

なった
22.0%

継続しやすくなった,
23.7%

とても継続しやすく

なった
17.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

全く変わらない, 
38.5%

少し変わった
21.6%

変わった
26.4%

とても変わった
13.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

６１．５％

就労自立給付金を申請した被保護者へのアンケート調査結果③

43人

415人

47人

62人

106人

98人

0人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人 400人 450人

社会保険料の支払い

生活費

住居費

医療費

預貯金

その他

就労自立給付金制度を知って、
仕事に就くことに対する意欲は変わったか

６２．８％

就労自立給付金を意識することで
就労を継続しやすくなったか

0～10,000円
46人
7.9%

10,001～
30,000円

105人
17.9%

30,001～
50,000円

88人
15.0%

50,001～
70,000円

77人
13.2%

70,001～
100,000円

170人
29.1%

100,001～
150,000円

99人
16.9%

n=585

４０．８％

今回給付された就労自立給付金の額 今回給付された就労自立給付金の使途（複数回答）

○就労自立給付金制度を知って、仕事に就くことに対する意欲に変化があった者は６１．５％、同制度を意識することで就労を継
続しやすくなった者は６２．８％と、一定程度、就労意欲に対するインセンティブとなっている。

○就労自立給付金の受給額は５万円以下の者も４０．８％おり、給付額が比較的少額な者も一定程度存在する。
○就労自立給付金の使途としては、「生活費」が最も多い。

n=602 n=599
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自治体に対する調査結果①

仮想積立期間

なし

18,970世帯
53.5%

勤労控除等によ

り仮想積立金な

し

1,342世帯
3.8%

本人から申請

なし

10,623世帯
30.0%

前回給付より3
年経過なし

274世帯
0.8%

その他

4,239世帯
12.0%

n=35,448

５７．３％

40.7% 59.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

24,340世帯 35,448世帯

不支給世帯支給世帯

調査対象世帯に対する支給状況 支給しなかった理由

n=59,788

○調査対象世帯のうち、実際に支給された世帯は４０％程度

○支給しなかった理由として、仮想積立期間がなかった世帯（５３．５％）及び勤労控除等により仮想積立金がなかった世帯(３.８％)
で５７．３％を占める。また、本人から申請がなかった世帯も３０％ある。
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３月未満,  
11,479世帯

26.3%

３月～６月,  
4,415世帯

10.1%
６月～１年,  
5,803世帯

13.3%

１年～２年,  
6,794世帯

, 15.5%

２年～３年

4,374世帯10.0%

３年～４年,  
2,837世帯

6.5%

４年～５年,  
1,776世帯

4.1%
５年以上,  
6,249世帯

14.3%

n=43,727世帯

3ヶ月未満
420世帯

16.0%

3～6ヶ月
690世帯

26.3%
6ヶ月～1年

858世帯
32.7%

1年以上
657世帯

25.0%

n=2,625世帯

就労自立給付金を受給した世帯が再度保護に至った場合に
おける再保護までの期間

保護歴のある保護開始世帯における、前回廃止時からの期間
（平成27年度被保護者調査）

○就労自立給付金を受給した世帯が再度保護に至った場合における再保護までの期間について、被保護者全体における再開期
間と比較してみると、３ヶ月未満の割合は就労自立給付金受給世帯が１６．０％に対し、被保護者全体では２６．３％となってい
る。

自治体に対する調査結果②
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世帯主の傷病

605世帯
23.0%

定年・自己都合

773世帯
29.4%

勤務先都合

（解雇等）

253世帯

9.6%

その他の働きに

よる収入の減少

369世帯
14.1%

貯金等の減少・

喪失

417世帯
15.9%

その他

208世帯
7.9%

n=2,625世帯

７６．１％

就労自立給付金支給世帯が再度保護に至った理由

世帯主の傷病,  
9,359世帯, 

21.4%

定年・自己都合,  
3,728世帯

8.5%
勤務先都合,  

965世帯
2.2%

その他の働きに

よる収入の減少

2,592世帯
5.9%

貯金等の減少・

喪失

15,591世帯
35.7%

その他

11,492世帯
26.3%

n=43,727世帯

生活保護歴のある世帯が、再度保護に至った理由
（平成27年度被保護者調査）

自治体に対する調査結果③

○再度保護に至った理由として、世帯主が働けなくなったことや収入が減少したことによるものが７６．１％を占める。

○これは、就労自立給付金を受給できる世帯は、基本的に就労可能な者がいる世帯であり、その者の離職等が再度保護に直接つ
ながりやすいと考えられる。
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自治体に対する調査結果④

170自治体

647自治体

385自治体

275自治体

保護開始時に説明している。

就労指導の際に説明している。

家庭訪問等、日々のケースワークの中で定期的に説明している。

その他

被保護者に対して就労自立給付金に関する情報をどのように伝えているか（複数回答）
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※ 就労自立給付金のイメージ

○支給要件：安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなったと認めたもの
○支給時期：世帯を単位として保護廃止時に一括支給
○支 給 額：上限額 単身世帯 10万円、多人数世帯 15万円
○算定方法：算定対象期間（※１）における各月の就労収入額（※２）に対し、その各月に応じた算定率（※３）

を乗じて算定し、上限額といずれか低い額を支給額とする。
○再受給までの期間：原則３年間

※１ 算定対象期間：保護を必要としなくなったと認められた日が属する月から起算して前６か月間。
※２ 就労収入額：就労に伴う収入として収入充当した額
※３ 算定率：保護の廃止に至った就労の収入認定開始月を起算点とし、1~3月目までは30％、 4～6月目までは27%、 7~9月
目 までは18％、10月目以降は12％）

最低生活費

受取額

生活保護支給額 収入充当額 勤労控除

毎月の就労収入

制度概要

＜イメージ図＞

◎ 生活保護から脱却すると、税・社会保険料等の負担が生じるため、こうした点を踏まえた上
で、生活保護を脱却するためのインセンティブを強化するとともに、脱却直後の不安定な生活を
支え、再度保護に至ることを防止することが重要である。

◎ このため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的
に積み立て、安定就労の機会を得たこと等により保護廃止に至った時に就労自立給付金を支給す
る。

就労自立給付金について（生活保護法第55条の4第1号）

毎月の就労収入の最大30％を仮想的に積立 9



収
入
認
定
開
始
月

保護の廃止に至った就労の収入認定開始月から、６ヶ月後保護を脱却した場合

・単身世帯

・保護脱却前の勤労収入の額は、６ヶ月間毎月76,800円の一定額
・勤労収入76,800円－基礎控除21,200円＝収入充当額55,600円（Ａ）

積立額
95,076円

脱却時に支給

16,680
16,680

16,680

15,012
15,012

1か月目
16,680

A×30％
A×30％

A×30％

積立額

2か月目
33,360

３か月目
50,040

４か月目
65,052

A×27％
A×27％

５か月目
80,064

６か月目
95,076

15,012
A×27％

保護の廃止に至った就労の収入認定開始月から、９ヶ月後保護を脱却した場合

・単身世帯

・保護脱却前の勤労収入の額は、６ヶ月間毎月76,800円の一定額
・勤労収入76,800円－基礎控除21,200円＝収入充当額55,600円（Ａ）

積立額
75,060円

脱却時に支給

15,012
15,012

15,012

10,008
10,008

4か月目
15,012円

A×27％
A×27％

A×27％

積立額

5か月目
30,024円

6か月目
45,036円

7か月目
55,044円

A×18％
A×18％

8か月目
65,052円

9か月目
75,060円

10,008
A×18％

就労自立給付金の算定事例

就労月数

就労月数

事例１

事例２

収入充当額のうち

就労開始から１～３か月目は３０％

就労開始から４～６か月目は２７％

積立てた額を保護脱却時に支給

収入充当額のうち

就労開始から４～６
か月目は２７％

就労開始から７～８
か月目は１８％

積立てた額を保護脱
却時に支給

3か月目
0円

2か月目
0円

1か月目
0円

収
入
認
定
開
始
月

算定対象期間（6か月）

算定対象期間（6か月）

保
護
廃
止

保
護
廃
止
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